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 第１ 農地法第３条許可申請について（４件） 
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６．農業委員会事務局員 
     事務局長  豊島 克仁 
     主 事 補  大西 弘祐 
 
 
 
会議の概要 
 
事務局  おはようございます。定刻になりましたので只今から令和６年第１１回伊仙町

農業委員会総会を開催いたします。 
     はじめに会長のご挨拶をお願いいたします。 
 
会 長  皆さん、おはようございます。皆さんの今の話題はやはり年内の製糖の操業が

できるかというのが話題で持ち切りだと思いますが、本当にこのまま長引かず、

早く年内操業が開始されることを願って我々も注視していきたいと思いますので。 
 また我々も今、堆肥センターでやっている関係上、南西糖業と、会社側とは常

に連絡取り合っているんですが、工場側はこういう事態になっているんで。個人

で運んで良いよと言っているんで。個人ではなかなか。工場の方に搬入できる人

はいないと思います。 
８００ｔ収集できれば、１日稼働できる量だということなんで、極端な話、こ

のまま続いて本当に与論のようにですね。与論は自分で持っていくんですが、ユ

ニックで。そんな形でみんなが工場の方に搬入していくんであれば、操業はする

よという話しをしていましたが、現実的には難しいと思いますが、早くですね。

１日でも早く、双方との話し合いがついて操業されてほしいなと思います。 
それでは、定刻になっておりますので総会の方を始めさせていただきたいと思

いますので、本日もどうぞよろしくお願いいたします。 
 
事務局  宮永会長ありがとうございます。本日は農業委員１４名中１２名の委員が出席

しており定数に達しましたので総会は成立いたします。また、推進委員６名中２

名が出席されています。それでは、伊仙町農業委員会会議規則により議長は会長

が務めることになっておりますので、以降の議事の進行は宮永会長にお願いいた



します。 
 
議 長  それでは、これより議事に入ります。まず、日程第１、議事録署名委員及び会

議書記の指名を行います。 
     伊仙町農業委員会会議規則第１４条第２項に規定する議事録署名委員ですが議

長から指名させていただく事にご異議ございませんでしょうか。 
 

【異議なし】 
 
議 長  それでは、議事録署名委員は、２番委員と９番委員にお願いします。なお本日

の会議書記には事務局職員の大西氏を指名いたします。以上で日程第１を終わり

ます。 
   それでは、日程第２、議案第１号「農地法第３条許可申請について」を議題に

供します。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 
 
事務局  今月の「農地法第３条許可申請」は、１議案４件です。 

議案第１号について、受付番号８８号から受付番号９１号は、所有権移転に関

する件です。 
受付番号８９号については、譲受人は伊仙在住で、譲渡人は大阪府在住です。 
申請農地は大字伊仙の畑で面積は 90 ㎡となっています。申請事由といたしまし

ては経営拡張です。 
次に受付番号９０号については、譲受人は伊仙在住で、譲渡人は大阪府在住で

す。申請農地は大字伊仙の畑で面積は 474 ㎡となっています。申請事由といたし

ましては、経営拡張です。 
次に受付番号９１号については、譲受人は阿権在住で、譲渡人は千葉県在住で

す。申請農地は大字阿権の畑で面積は 1,227 ㎡となっています。申請事由といた

しましては、贈与です。 
次に受付番号８８号については、譲受人は糸木名在住で、譲渡人は奈良県在住

です。申請農地は大字糸木名と大字小島の畑で面積は 7,614 ㎡となっています。

申請事由といたしましては、贈与です。 
受付番号８８号から９１号は、別添の調査書にあるとおり農地法第３条第２項

各号には該当しないため、要件の全てを満たしていると考えます。以上で議案の

朗読及び説明を終わります。 
 
議 長  それでは只今の説明に関連して、受付番号８９号を担当委員より現地調査の結

果並びに補足説明をお願いします。 



 
７ 番  農地法３条許可申請８９号について、ご説明いたします。先般、９番委員、４

番推進委員と共に調査した結果、農地法３条２項各号に抵触いたしませんので、

皆様方のご審議をよろしくお願いします。 
なお、現状としましては、１畝にも満たないところでパインを植えてありまし

た。以上です。 
 
９ 番  只今、７番委員のご説明のとおりです。皆様のご審議よろしくお願いします。 
 
議 長  はい、ありがとうございます。これより受付番号８９号について、質疑に入り

ますが何かご意見等ございませんか。 
 

【質疑・意見なし】 
 
議 長  無いようですので、採決いたします。受付番号８９号について、原案のとおり、

決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 
 

【全員挙手】 
 
議 長  全員賛成ですので、受付番号８９号は、原案のとおり決定しました。 
     次に受付番号９０号を担当委員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いし

ます。 
 
３ 番  農地法３条許可申請９０号について、４番委員、欠席のため私の方で説明させ

ていただきます。先日、４番委員、４番推進委員と共に調査をした結果、農地法

３条２項各号に抵触いたしませんので、皆様方のご審議よろしくお願いいたしま

す。現況は、きれいに耕されている状態でした。以上です。 
 
議 長  はい、ありがとうございます。それでは、これより受付番号９０号について、

質疑に入りますが何かご意見等ございませんか。 
 

【質疑・意見なし】 
 
議 長  無いようですので、採決いたします。受付番号９０号について、原案のとおり、

決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 
 



【全員挙手】 
 
議 長  全員賛成ですので、受付番号９０号は、原案のとおり決定しました。 
     次に受付番号９１号について、担当委員より現地調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 
 
１３番  農地法第３条許可申請９１号について、ご説明いたします。先日、１ 

４番委員と６番推進委員と共に調査した結果、農地法３条２項各号に抵触いたし 
ませんので、皆様のご審議よろしくお願いいたします。 
 なお、現況といたしましては、サトウキビを植えてました。以上です。 

 
１４番  只今、１３番委員の説明のとおりです。皆様方のご審議よろしくお願いします。 
 
議 長  ありがとうございます。これより受付番号９１号について、質疑に入りますが

何かご意見等ございませんか。 
 

【質疑・意見なし】 
 
議 長  無いようですので、採決いたします。受付番号９１号について、原案のとおり、

決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 
 

【全員挙手】 
 
議 長  全員賛成ですので、受付番号９１号は、原案のとおり決定しました。 
     次に受付番号８８号について、担当委員より現地調査の結果並びに補足説明を

お願いいたします。 
 
１０番  農地法３条許可申請８８号について、説明いたします。先日、１２番委員と５

番推進委員と共に調査した結果、農地法第３条２項各号に抵触いたしませんので、

審議よろしくお願いします。 
立地(字名)は、畑総してあってキビが植えてありました。それから小島のアンザ

は、畑総してここもキビを植えてありました。この坂元だけ場所が分からなくて、

保留にしてください。よろしくお願いします。以上です。 
 
１２番  只今、１０番委員のご説明のとおりです。皆様方のご審議よろしくお願いしま

す。 



 
議 長  ありがとうございます。これより受付番号８８号について、質疑に入りますが

何かご意見等ございませんか。 
 

【質疑・意見なし】 
 
議 長  それでは、無いようですので、採決いたします。受付番号８８号について、修

正案のとおり、決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 
 

【全員挙手】 
 
議 長  全員賛成ですので、受付番号８８号は、修正案のとおり決定しました。 

これで日程第２議案第１号「農地法第３条許可申請について」を終了します。 
次に日程第３議案第２号「農地法第５条許可申請について」を議題に供します。

事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 
 
事務局  今月の「農地法第５条許可申請」については、１議案１件です。議案第２号に

ついて、受付番号６号は、お手元の資料のとおり一般住宅の建築になります。 
  農地区分といたしましては、周辺が中学校や公共施設並びに宅地が連坦してい

ることから、第３種農地の市街内地農地に該当すると思われるため問題無いと思

われます。以上で議案の朗読及び説明を終わります。 
 
議 長  それでは、只今の説明に関連して、受付番号６号について担当委員より現地調

査の結果並びに補足説明をお願いいたします。 
 
３ 番  農地法第５条許可申請６号について、説明いたします。 

先日、３番委員、４番推進委員と共に調査をした結果、申請書のとおりで何の

問題も無いと思われます。皆様方のご審議よろしくお願いいたします。 
現況は、境界もしっかりしていまして、現在、耕している状態です。以上です。 

 
議 長  これより受付番号６号について、質疑に入りますが何かご質問等ございません

か。 
 

【質疑・意見なし】 
 
議 長  無いようですので、採決いたします。受付番号６号について、原案のとおり決



定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 
 

【全員挙手】 
 
議 長  全員賛成ですので、受付番号６号は原案のとおり決定いたしました。 

これで日程第３議案第２号「農地法第５条許可申請について」を終了します。 
次に日程第４議案第３号「非農地証明願いについて」を議題に供します。 
事務局より、議案の朗読と説明をお願いします。 

 
事務局  今月の非農地証明願いについては、１議案２件です。議案第３号について、受

付番号４号と受付番号５号については、お手元の資料のとおりです。以上で議案

の朗読及び説明を終わります。 
 
議 長  それでは、受付番号５号について、担当委員より現地調査の結果並びに補足説

明をお願いいたします。 
 
８ 番  非農地証明願い５号について、ご説明いたします。先日、５番委員、２番推進

委員と共に調査した結果、何の問題も無いと思います。皆様のご審議よろしくお

願いします。 
現況としましては、牛舎が建っておりもう牛舎としても使えなくて、あと周り

が木が生い茂っていて、とても畑として使えないような状況でございます。 
 
議 長  はい、ありがとうございます。それでは、受付番号５号について質疑を行いま

すが、何かご意見等ございませんか。 
 

【質疑・意見なし】 
 
議 長  無いようですので、採決いたします。受付番号５号について原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手をお願いします。 
 

【全員挙手】 
 
議 長  全員賛成ですので、受付番号５号は、申請書のとおり決定いたしました。 
     次に受付番号４号を担当委員より、現地調査の結果並びに補足説明をお願いい

たします。 
 



１０番  非農地証明願いについて、４号について説明します。事務局と１２番委員と調 
査した結果、木が生い茂って何もできる状態じゃありませんので審議よろしくお 
願いします。 

 
１２番  只今、１０番委員のご説明のとおりです。皆様方のご審議よろしくお願いしま 

す。 
 
議 長  はい、ありがとうございます。これより受付番号４号について、質疑に入りま 

すが、何かご意見等ございませんか。 
 

【質疑・意見なし】 
 
議 長  無いようですので採決いたします。受付番号４号について、原案のとおり決定 

することに賛成の方は挙手をお願いします。 
 

【全員挙手】 
 
議 長  全員賛成ですので、受付番号４号は、申請書のとおり決定いたしました。 
     これで日程第４議案第３号「非農地証明願いについて」を終了します。 

次に日程第５議案第４号「現況証明願いについて」を議題に供します。 
事務局より、議案の朗読と説明をお願いします。 

 
事務局  今月の現況証明願いについては、１議案１件です。議案第４号、受付番号７号

については、お手元の資料のとおりです。原野から畑への地目変更となります。 
以上で議案の朗読及び説明を終わります。 

 
議 長  それでは、受付番号７号について、担当委員より現地調査の結果並びに補足説

明をお願いいたします。 
 
３ 番  現況証明願い第７号について、説明いたします。先般、４番委員、３番推進委

員と共に調査した結果、何ら問題無いと思われますので皆様方のご審議よろしく

お願いします。現況は、以前から畑として利用されてまして、現在も除草剤が掛

けられて耕されている状態です。以上です。 
 
議 長  はい、ありがとうございます。これより受付番号７号について質疑に入ります

が、何かご意見等ございませんか。 



 
【質疑・意見なし】 

 
議 長  無いようですので、採決いたします。受付番号７号について原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 
 

【全員挙手】 
 
議 長  全員賛成ですので、受付番号７号は、原案のとおり決定いたしました。 
     これで日程第５議案第４号「現況証明願いについて」を終了します。 

次に日程第６議案第５号「農業経営基盤強化促進事業について」を議題に供し

ます。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 
 
事務局  今月の「農業経営基盤強化促進事業について」は、１議案１件です。議案第５

号、受付番号１２号については、お手元の資料のとおり賃貸借になります。以上

で議案の朗読及び説明を終わります。 
 
議 長  それでは、受付番号１２号について、担当委員より現地調査の結果並びに補足

説明をお願いいたします。 
 
３ 番  農業経営基盤強化促進事業第１２号について、説明いたします。先日、４番委

員、３番推進委員と共に調査した結果、申請書のとおりで何ら問題無いと思われ

ますので皆様方のご審議よろしくお願いいたします。 
現況は、以前から借りてましたが、今回、農業委員会を通して借りるというこ

とで、畑の状況は、４筆ありますが一枚になってまして、全てサトウキビが植え

られたあります。以上です。 
 
議 長  はい、ありがとうございます。これより受付番号１２号について、質疑に入り

ますが何かご意見等ございませんか。 
 

【質疑・意見なし】 
 
議 長  無いようですので、採決いたします。受付番号１２号について、原案のとおり

決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 
 

【全員挙手】 



 
議 長  全員賛成ですので、受付番号１２号は原案のとおり決定しました。 

これで日程第６議案第５号「農業経営基盤強化促進事業について」を終了しま

す。 
次に日程第７議案第６号「農業経営基盤強化促進事業（農地中間管理事業）に

ついて」を議題に供します。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 
 
事務局  今月の「農業経営基盤強化促進事業（農地中間管理事業）について」は、１議

案２件です。議案第６号について、受付番号２３号と受付番号２４号はお手元の

資料のとおりで、こちらは契約更新になります。 
受付番号２４号については、賃貸借になります。受付番号２３号については、

使用貸借になります。以上で議案の朗読及び説明を終わります。 
 
議 長  それでは、担当委員が同じですので受付番号２４と２３号を一括して、担当委

員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いいたします。 
 
３ 番  農業経営基盤強化促進事業（農地中間管理事業）の２４号、２３号一括して、

説明いたします。先日、４番委員、３番推進委員と共に調査した結果、何の問題

も無く申請書のとおりでございます。皆様方のご審議をよろしくお願いいたしま

す。現況としましては、２４号も２３号も全てサトウキビが植えられてまして、

以前から借りてる場所の更新です。以上です。 
 
議 長  はい、ありがとうございます。これより受付番号２４、２３号について、質疑

に入りますが何かご意見等ございませんか。 
 

【質疑・意見なし】 
 
議 長  無いようですので、採決いたします。受付番号２４、２３号について、原案の

とおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 
 

【全員挙手】 
 
議 長  全員賛成ですので、受付番号２４、２３号は原案のとおり決定しました。 

これで日程第７議案第６号「農業経営基盤強化促進事業（農地中間管理事業）

について」を終了します。 
     これで議事は全て終了しました。ありがとうございます。 



それでは、その他入りますが、その他で皆様方から何かございませんか。無い

ですか。 
それでは、これで総会を終了いたします。どうもお疲れ様でした。 


